
�愛媛県告示第１７６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１７６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定し

た。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

み ゆ き 薬 局 南予調剤株式会
社

宇和島市御幸町二丁目
１－１３

平成１６年
８月１日

阿部内科クリニ
ック 阿 部 恒 一 新居浜市大生院１０３８－

５
平成１６年
８月１日

明屋敷診療所 新居浜医療生活
協同組合 西条市大師町１８２番地 平成１６年

７月１日

新居浜市医師会
内科小児科急患
センター

社団法人新居浜
市医師会

新居浜市庄内町四丁目
７番１７号

平成１５年
１２月１日

医療法人昇竜会
大西泌尿器科ク
リニック

医療法人昇竜会
大西泌尿器科ク
リニック

四国中央市中曽根町３６
６番地１

平成１６年
６月１日

藤堂歯科医院 藤 堂 眞 西予市宇和町卯之町五
丁目３００番地

平成１６年
１月７日

メディコ２１薬局
・宇和店

株式会社メディ
コ・二十一

西予市宇和町卯之町五
丁目２６３－１

平成１６年
７月１日

おだクリニック 織 田 英 昭 西予市宇和町卯之町五
丁目３１３番地６

平成１６年
８月１日

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

おぐら接骨院 小 倉 忠 明 温泉郡川内町南方１８４４
－３

平成１６年
７月１日

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

古川医院 医療法人古川医院 喜多郡内子町内子甲１２６４番
地 喜多郡内子町内子２２５６番地 平成１５年５月２日

町田医院 町 田 久 喜多郡内子町大字内子甲１４
４９－１ 喜多郡内子町内子２３１４番地 平成１５年５月２日

麻住歯科医院 麻 住 泰 磨 喜多郡内子町大字内子甲１１
３２ 喜多郡内子町内子２１４９番地 平成１５年５月２日

吉岡英歯科 吉 岡 英 敏 喜多郡内子町大字内子甲１０
５３－６ 喜多郡内子町内子１９０５番地 平成１５年５月２日

毎週（火・金）曜日発行 第１５８５号 平成１６年８月２０日
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�愛媛県告示第１７６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

高橋歯科医院 医療法人高橋歯科医院 喜多郡内子町大字内子甲２２
９７番地 喜多郡内子町内子１５７１番地 平成１５年５月２日

武岡歯科医院 武 岡 元 就 喜多郡内子町大字内子甲１４
７６番地３ 喜多郡内子町内子２５４５番地 平成１５年５月２日

調剤薬局あさひ堂 森 並 隆 幸 喜多郡内子町内子甲１２８８－
１ 喜多郡内子町内子２２５４番地 平成１５年５月２日

藤崎薬局 藤 崎 尚 実 喜多郡内子町内子甲１０８０ 喜多郡内子町内子１９３６ 平成１５年５月７日

愛媛県立三島病院 愛 媛 県 伊予三島市中之庄町１６８４番
地の２

四国中央市中之庄町１６８４番
地の２ 平成１６年４月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

愛媛県立伊予三島病院 愛媛県立三島病院 愛 媛 県 四国中央市中之庄町１６８４番
地の２ 平成１６年４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

麻住歯科医院 麻 住 泰 麿 喜多郡内子町内子２１４９
番地

平成１６年
７月１１日

新居浜市医師会
内科小児科急患
センター

社団法人新居浜
市医師会

新居浜市庄内町四丁目
７番５４号

平成１５年
１２月１日

生 田 医 院 生 田 三 郎 新居浜市中西町１５－１５ 平成１６年
８月１日

星 加 医 院 星 加 吉 久 西条市大師町１８２番地 平成１６年
６月３０日

大西泌尿器科ク
リニック

医療法人昇竜会
大西泌尿器科ク
リニック

四国中央市下相町４３４
番地１

平成１６年
６月１日

藤堂歯科医院 藤 堂 眞 西予市宇和町卯之町五
丁目４３８番地

平成１６年
１月７日

三好内科医院 三 好 嵩 東宇和郡宇和町久枝１
の２５８の１

平成１５年
１１月１日

下 泊 診 療 所 永 井 彰 西宇和郡三瓶町大字下
泊６９４

平成１５年
４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号 株式会社悠遊社小田事業所 上浮穴郡小田町大字本川２４

２４－１ 平成１６年７月６日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスンほないケ
アセンター

西宇和郡保内町宮内１番耕
地２７６番地１ 平成１６年６月３日

有限会社介護サービスゆう 北宇和郡広見町永野市４６９ 介護サービスゆう指定通所
介護事業所

北宇和郡広見町大字奈良３７
６８番地３ 平成１６年６月３０日

有限会社介護サービスゆう 北宇和郡広見町永野市４６９ 介護サービスゆう指定痴呆
対応型共同生活介護事業所

北宇和郡広見町大字奈良３７
６８番地３ 平成１６年６月３０日
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�愛媛県告示第１７６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社介護サービス菜の
花 松山市石手四丁目４番７号 有限会社介護サービス菜の

花
宇和島市新田町四丁目２番
５－３ 平成１６年６月２８日

有限会社ホームケア・アベ 宇和島市和霊元町四丁目１
番１２号

デイサービスセンターきく
ぞの

宇和島市和霊元町四丁目１
番１２号 平成１６年６月２３日

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

株式会社悠遊社宇和島事業
所

宇和島市桝形町二丁目２番
１４号 平成１６年６月３０日

有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ 平成１６年６月３０日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号 明屋敷診療所 西条市大師町１８２番地 平成１６年７月１日

有限会社介護サービス友 新居浜市本郷二丁目１番５
号

有限会社介護サービス友訪
問介護事業所

新居浜市本郷二丁目１番５
号 平成１６年７月２６日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン中予ケア
センター 伊予市米湊９７５－１ 平成１６年６月３日

有限会社たちばな 伊予市灘町１３６番地２ デイサービスセンターたち
ばな 伊予市灘町１３６番地２ 平成１６年７月１２日

有限会社田窪若草ヘルパー 西予市明浜町高山甲１３１０番
地 有限会社田窪若草ヘルパー 西予市明浜町高山甲１３１０番

地 平成１６年７月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号 株式会社悠遊社小田事業所 上浮穴郡小田町大字本川２４

２４－１ 平成１６年７月６日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台
２－９ アイリスケアセンター今治 今治市北日吉町１－３－２ 平成１６年６月３０日

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

株式会社悠遊社宇和島事業
所

宇和島市桝形町二丁目２番
１４号 平成１６年６月３０日

有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ 平成１６年６月３０日

有限会社介護サービス友 新居浜市本郷二丁目１番５
号 有限会社介護サービス友 新居浜市本郷二丁目１番５

号 平成１６年７月２６日

有限会社たちばな 伊予市灘町１３６番地２ 居宅介護支援事業所ハート
フルたちばな 伊予市灘町１３６番地２ 平成１６年７月１２日
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�愛媛県告示第１７７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地が次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社八幡浜看護婦家政
婦紹介所

八幡浜市大字大平１番耕地
７８２番地２０

えひめヘルパー派遣センタ
ー

（変更後）
喜多郡内子町大字内子丙１８
番地１７

平成１３年１１月１０日
（変更前）
喜多郡内子町知清５４４

有限会社ホームケア・アベ 宇和島市和霊元町４－１－
２

ホームケア・アベ訪問介護
事業所

（変更後）
宇和島市和霊元町４－１－
２

平成１６年６月１０日
（変更前）
宇和島市北新町１５８１－３

有限会社ホームケア・アベ 宇和島市和霊元町４－１－
２

ホームケア・アベ福祉用具
貸与事業所

（変更後）
宇和島市和霊元町４－１－
２

平成１６年６月１０日
（変更前）
宇和島市北新町１５８１－３

愛媛医療生活協同組合 松山市中村三丁目１－１ 若水在宅ケアステーション

（変更後）
新居浜市若水町一丁目７番
４５号

平成１３年１２月２０日
（変更前）
新居浜市若水町一丁目７番
５１号

有限会社キャンパス 西条市氷見丙１２６０番地２ 訪問看護ステーションおれ
んじ

（変更後）
西条市神拝甲６１８番地１

平成１６年５月２６日
（変更前）
西条市氷見丙１２６０番地２

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宇和町社会福
祉施設協会

（変更後）
西予市宇和町久枝甲１４３４－
１ 福祉の里デイサービスセン

ター
西予市宇和町久枝甲１４４２－
１ 平成１２年５月３０日

（変更前）
東宇和郡宇和町大字卯之町
一丁目２４５

社会福祉法人宇和町社会福
祉施設協会

（変更後）
西予市宇和町久枝甲１４３４－
１ 游の里デイサービスセンタ

ー 西予市宇和町明間６１２５ 平成１２年５月３０日
（変更前）
東宇和郡宇和町大字卯之町
一丁目２４５

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

愛媛医療生活協同組合 松山市中村三丁目１－１

（変更後）
若水在宅ケアステーション

新居浜市若水町一丁目７番
４５号 平成１３年１２月２０日

（変更前）
在宅ケアステーション若水
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支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地が次のように変更された。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年８月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ホームケア・アベ 宇和島市和霊元町４－１－
２ 有限会社ホームケア・アベ

（変更後）
宇和島市和霊元町４－１－
２

平成１６年６月１０日
（変更前）
宇和島市北新町１５８１－３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宇和町社会福
祉施設協会

（変更後）
西予市宇和町久枝甲１４３４－
１ 游の里デイサービスセンタ

ー 西予市宇和町明間６１２５ 平成１２年５月３０日
（変更前）
東宇和郡宇和町大字卯之町
一丁目２４５

社会福祉法人宇和町社会福
祉施設協会

（変更後）
西予市宇和町久枝甲１４３４－
１ 宇和町在宅介護支援センタ

ー 西予市宇和町久枝１４４２－１ 平成１２年５月３０日
（変更前）
東宇和郡宇和町大字卯之町
一丁目２４５

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社クリフ 松山市南白水二丁目７番地
４ おだ調剤薬局 上浮穴郡小田町大字町村１１

６番地 平成１２年１０月２日

宝 来 憲 一 喜多郡内子町大字内子甲１１
０１ 宝来医院 喜多郡内子町大字内子甲１１

０１ 平成１３年７月１日

星 加 吉 久 西条市大師町１８２番地 星加医院 西条市大師町１８２番地 平成１６年６月３０日

豊 嶋 穣 西予市宇和町卯之町坂戸１６
０番地 豊嶋医院 西予市宇和町卯之町坂戸１６

０番地 平成１０年２月９日

ワタキューセイモア株式会
社

京都府綴喜郡井手町大字多
賀小字茶臼塚１２番地の２ ワタキュー薬局宇和町 西予市宇和町卯之町５－２４

１－１ 平成１３年１２月３１日
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�愛媛県告示第１７７６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

パルティ・フジ東予Ａ

東予市周布７１５番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

有限会社イースト開発

東予市三津屋東１番５

代表取締役 森川勝利

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 時任紀邦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年３月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４，９８０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

２７０台

イ 駐輪場の収容台数

１４０台

ウ 荷さばき施設の面積

６２０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１３立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１６年７月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１７７７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

パルティ・フジ東予Ｂ

東予市周布７１３番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

有限会社イースト開発

東予市三津屋東１番５

代表取締役 森川勝利

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

瀬 戸 町 西宇和郡瀬戸町三机乙３００３
番地６ 瀬戸町福祉課 西宇和郡瀬戸町三机乙３００３

番地６ 平成１５年８月３１日
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株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 時任紀邦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年３月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，２５０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１５５台

イ 駐輪場の収容台数

６０台

ウ 荷さばき施設の面積

１２１平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午前０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１６年７月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１７７８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ケーズデンキ東予パワフル館

東予市周布６９７番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

有限会社イースト開発

東予市三津屋東１番５

代表取締役 森川勝利

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ビッグ・エス

香川県高松市春日町１６２７番地１

代表取締役 大坂靖彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年３月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，７００平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１２４台

イ 駐輪場の収容台数

７２台

ウ 荷さばき施設の面積

２２５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２１立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１６年７月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

愛 媛 県 報平成１６年８月２０日 第１５８５号

８８３



に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１７８０号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１６年８月２０日

�������
�愛媛県告示第１７８１号
西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・有太

刀地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・有太刀地区）計画書の写し

� 西予市三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年８月２３日から９月１７日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１７８２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年８月２０日

�愛媛県告示第１７７９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ松江 松山市松江町５番３
外 駐車場の位置 店舗南西側別敷地 店舗西側別敷地 平成１６年

７月２７日
平成１６年
７月１４日

駐車場の自動車の出入口の
数 ６ヶ所 ７ヶ所

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 大字平浦、
小池、小浜

平成１３年度から
平成１５年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

松前町 大字恵久美 平成１４年度から
平成１５年度まで

松前町の
地籍図及び地籍簿
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

林道用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び久万高

原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１７８３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１０７１８号 平成１４年
１２月２２日 西協建設� 西岡 浩巳 松山市和気町１－４３０

－４
平成１６年
７月５日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般特－１３）第８３４８号 平成１３年
８月１６日 新田建設� 新田 俊二 松山市山西町６７２ 平成１６年

７月７日
建築工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１１）第１４４００号 平成１１年
１２月３日 鎌倉タイル 鎌倉 邦慶 四国中央市土居町津根

２４１６－１
平成１６年
７月８日

左官工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１５）第１４２１２号 平成１６年
３月２日 箱�開発� 箱� 敏信 松山市溝辺町８２０－１ 平成１６年

７月１２日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１４）第８２６３号 平成１４年
６月１日 幸田建設 幸田 寛 南宇和郡御荘町平城４１

７４
平成１６年
７月１５日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１４）第１３７２０号 平成１４年
５月３０日 �佐々木建設 佐々木正勝 温泉郡重信町大字横河

原１３１８
平成１６年
７月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

（般－１１）第８６３５号 平成１２年
１月２６日 �住化物流西日本 谷内 増夫 新居浜市惣開町４－３ 平成１６年

７月２８日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１４５２８号 平成１４年
１１月２８日 �ビル・リフォーム 大森 史朗 松山市竹原町１－７－

１
平成１６年
８月５日 土木工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号４３５番１地先から

同大字６号４３５番４まで

旧 ５．５～９．５ ０．０８１

新 ８．４～１５．５ ０．０８１
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年８月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号４３５番１地先から

同大字６号４３５番４まで
平成１６年８月２０日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年８月６日 特定非営利活動法人
ＮＰＯ今治センター 阿曽沼 温 良 愛媛県今治市北日吉町二丁目４

番２１号
この法人は、愛媛県内の住民及び、ボラン
ティア活動・地域の活性化活動・市民活動
の取り組む団体・個人及びハンディキャッ
プを持った方々に対して、保健・福祉・介
護サービス・地域の活性化・文化・芸術・
スポーツ・環境の保全・防災・災害支援・
交通安全・人権・国際交流・男女共同参画
社会の促進・子どもの健全育成に関する事
業及び特定非営利活動を行う他の団体の運
営又は活動に関する連絡、協力に関する事
業を行い、不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とする。

平成１６年８月２０日 印刷
平成１６年８月２０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８８６
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